
きのこ生産資材価格高騰緊急対策事業実施要領 

 

第１ 趣旨  

きのこ生産資材価格高騰緊急対策事業（以下「本事業」という。）の実施

に当たっては、燃油・資材の森林由来資源への転換等対策補助金交付等要綱

（令和 6 年 12 月 17 日付け６林政経 258 号）、きのこの生産資材導入支援実

施要領（令和４年 12 月 23 日付け４林政経第 827 号-１。以下「国要領」と

いう。）並びに新潟県補助金等交付規則（昭和 32 年２月 12 日新潟県規則第

７号）及び新潟県林業関係補助金交付要綱（以下「要綱」という。）に規定

するものの他、この要領に定めるところによる。 

 

第２ 事業の内容及び事業実施主体  

１ 事業の内容  

別記１に基づき、生産資材の国産化及びコスト低減（以下「コスト低減

等」という。）に取り組むきのこ生産者に対して、次期生産に必要な生産資

材の導入費の一部を支援することにより、燃油・電気代や資材価格の影響

を受けにくい経営構築を図る。  

２ 事業実施主体  

次の（１）又は（２）を満たす者とする。  

（１）自らきのこ生産を行う市町村、森林組合、森林組合連合会、生産森林

組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人及び民間事業

者（中小企業基本法第２条第１項第１号に該当する者に限る。以下同じ。）

であってきのこの販売収入が事業収入の過半を占める者（以下「取組実

施者」という。） 。ただし、令和７年度における合板・製材・集成材国

際競争力強化・花粉削減総合対策交付金交付等要綱（平成 28 年１月 20

日付け 27 林整計第 232 号）の別表の区分欄のⅠのうち事業内容欄の２

の（３）の①の補助を受けている又は受ける予定の者を除くものとする。 

（２）取組実施者を取りまとめる市町村、森林組合、森林組合連合会、生産

森林組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人及び民間

事業者（以下「取りまとめ者」という。）  

 

第３ 事業実施の手続等  

１ きのこ生産コスト低減等実施計画書の作成  

（１）事業実施主体が取組実施者である場合は、自ら様式第２号によりきの

こ生産コスト低減等実施計画書（チェックシート）（以下「実施計画書」



という。）及び様式第３号により「環境負荷低減のクロスコンプライア

ンスチェックシート」（以下「クロスコンプライアンスシート」という。）

を作成した上で、事業実施主体が取りまとめ者である場合においては、

取組実施者が作成する実施計画書及びクロスコンプライアンスシート

が適正であることを確認するとともに、自らもクロスコンプライアンス

シートを作成した上で、様式第１－１号の別添に定めるきのこの生産資

材導入支援取組計画書（以下「取組計画書」という。）を作成し、様式第

１－１号の承認申請書を別表１の地域機関の長（以下、「局長」という。）

を経由し、別途通知する日までに知事に提出するものとする。 

ただし、事業実施主体が取りまとめ者であり、かつ取組実施者が相当

数である場合は、取りまとめ者は、全ての取組実施者からクロスコンプ

ライアンスシートを回収し、取組実施者が環境負担低減の取組を実施す

る旨を取組実施者のリストに記載して、当該リストを知事に提出すると

ともに、回収したクロスコンプライアンスシートを保管することにより、

知事への提出に変えることができる。なお、局長への提出期限について

は、別途通知するものとする。 

（２）知事は、（１）の取組計画書の提出を受けたときは、その内容について  

審査を行い、事業実施主体に別記１の第３に定める補助金を交付するこ   

とが適当と認められるときは、採択を決定し、通知するものとする。  

２ 実施計画書の変更  

事業実施主体及び取組実施者が以下に該当した場合は、１（１）及び（２） 

に準じて変更の手続を行うものとする。  

（１）事業実施主体は、補助金の増又は 30％以上の減を伴う重要な変更が生 

じた場合に変更の手続を行うものとする。 

 （２）事業実施主体が取りまとめ者である場合は、取りまとめる取組実施者

に変更が生じた場合に変更の手続を行うものとする。 

３ 事業実績の報告  

事業実施主体は、補助金交付申請書兼実績報告書（要綱第１号様式の３）

に要綱別記に示す関係書類及びクロスコンプライアンスシート（様式第３

号）を添付して、令和８年６月末日までに局長に提出するものとする。な

お、要綱第 11 に規定する状況報告書（要綱第５号様式）は、補助金実績報

告書をもってこれに代えるものとする。 

 

第４ 補助金の交付  

１ 局長は、第３第３項の報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査を行



い、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決

定及び補助金額の確定について通知するものとする。 

２ 補助金の交付を受けた取りまとめ者は、補助金を受領した日から起算し

て 30 日以内に取組実施者へ補助金の支払いを行い、第５第１項に定める

取組実施状況報告書において、各取組実施者に補助金が支払われたことを

証する書類を添付するものとする。 

 

第５ 事業実施状況の報告  

１ 事業実施主体が取組実施者である場合は、自ら様式第５号に定めるきの

こ生産コスト低減等実施報告書(チェックシート)（以下、「実施報告書」と

いう。）を作成した上で、事業実施主体が取りまとめ者である場合は、取組

実施者が作成する実施報告書をもとに、様式第４号に定める取組実施状況

報告書を作成し、令和９年５月末日までに局長へ提出するものとする。 

２ １の提出を受けた局長は、必要に応じて現地確認を行うなどにより、そ

の内容について確認を行うものとし、併せて第３第３項に基づき提出を受

けたクロスコンプライアンスシートについてその内容を確認するものする。 

３ ２の確認後、局長は確認結果をとりまとめ、１の取組実施状況報告書の

写しを添えて令和９年９月末日までに知事へ報告を行うものとする。 

 

第６ 証拠書類の保存  

事業実施主体は、以下に掲げる書類を作成又は収集し、補助金の交付を

受けた日の属する年度の翌年度から起算して５年間保管するとともに、知

事又は林野庁長官から求めがあった場合には、その書類又はその写しを提

出しなければならない。  

（１）実施計画書及びクロスコンプライアンスシートの取組を実施したこと

が確認できる書類（作業日誌等）  

（２）取組実施者のきのこの販売収入が事業収入の過半を占めることを証す

る書類、次期生産量の算出根拠となる資料（出荷伝票等）及び経営費に

占める電気代の割合を証する書類  

 

第７ 補助金の返還  

知事は、補助金の交付を受けた事業実施主体が、補助金の交付要件を満

たさないこと等が判明した場合には、以下に掲げる基準により、当該補助

金の返還を求めるものとする。  

（１）交付要件を満たさないことが確認された場合には、交付された補助金



のうち、要件を満たさないことが確認された経費の返還を求めるものと

する。  

（２）虚偽申告等の不正や悪質な事案があった場合には、補助金の全部又は

一部の返還を求めるものとする。  

（３）取組実施者の令和８年度又は令和８年の生産量かつ生産額が前年に比

べ 30％以上減少した場合には、補助金の全部又は一部の返還を求めるも

のとする。  

（４）（１）から（３）までの返還については、自然災害等の取組実施者の責

めに帰することができない事由により、実施計画書に定められた取組が

行われなかったこと又は取組実施者の令和８年度若しくは令和８年の生

産量及び生産額が前年に比べ 30％以上減少したことが確認できる場合

には、その対象としないことができるものとする。  

 

第８ 書類の経由 

この要領の規定により知事に提出する書類は、きのこの生産拠点の住所 

又は所在地を管轄する局長を経由して提出しなければならない。 

 

附 則  

この要領は、令和５年３月 22 日から施行する。 

 

附 則  

１ この要領は、令和６年３月 12 日から施行する。 

２ この要領改正前の要領の規定に基づいて実施している事業については、な 

お従前の例による。 

 

附 則  

１ この要領は、令和７年３月 17 日から施行する。 

２ この要領改正前の要領の規定に基づいて実施している事業については、な 

お従前の例による。 

 

附 則  

１ この要領は、令和８年３月 13 日から施行する。 

２ この要領改正前の要領の規定に基づいて実施している事業については、な 

お従前の例による。 

 



別記１（第２及び第３関係） 

  

第１ 事業の目的  

生産資材の価格が高騰する中、コスト低減等に取り組むきのこ生産者の

生産資材価格上昇分の一部を支援することを通じて、経営への影響を緩和

するとともに、体質強化を図る。  

 

第２ 事業の内容  

取組実施者は、本要領第３第１項（１）に定める実施計画書を作成し、

当該計画に基づきコスト低減等に向けて取り組むものとし、その目標年度

は令和８年度とする。 

 

第３ 補助金の額の算定方法  

１ 補助金の算定  

補助金の額は、２で定める定額の支援単価に、４で定める事業実施主体

の次期生産量を乗じて算出するものとする。 

補助金の額＝定額の支援単価×次期生産量  

なお、事業実施主体が取りまとめ者である場合の次期生産量は、取組実

施者の次期生産量の合計とする。  

２ 定額の支援単価 

定額の支援単価は、別表２のとおりとする。定額の支援単価の設定に当

たっては、知事が、地域の実情や、３で定める支援対象となる生産資材の

価格上昇の程度を踏まえ、合理的な範囲で、きのこの品目や栽培方法毎に、

当該品目等の生産に要する単位重量当たりの標準的な生産資材費について、

原則として少なくとも２者以上のきのこ生産者又は生産資材の製造業者等

から令和４年及び令和７年の資材の平均価格を調査・比較し、上昇した価

格に、国要領別記１第３第２項に定める国費充当率を乗じて定めるものと

する。品目や栽培方法毎の単位生産重量当たりの標準的な生産資材費の上

昇額は、別表３のとおりとする。 

 ３ 支援対象となる生産資材の範囲 

原木、種駒（封ろう・菌栓含む）、菌床、種菌、培地基材（おが粉、コー

ンコブミール等）、栄養体（米ぬか、小麦ふすま等）、薬剤、栽培袋、栽培

ビン、その他きのこ生産に不可欠な資材（パック、トレー等） 

 

 



４ 次期生産量の算定の仕方  

１で定める補助金の算定に用いる次期生産量は、  

（１）令和７年度又は令和７年の生産量  

（２）取組実施者における令和４年度から令和６年度まで又は令和４年から

令和６年までの年間平均生産量  

のいずれか低いものとする。  

なお、取組実施者が複数の品目を生産している場合であって、それらの

品目の合計生産量が（１）＞（２）の場合は、品目毎の（１）生産量に合計

生産量の（２）/（１）を乗じて補正し、次期生産量とする。  

ただし、（２）において、令和４年度から令和６年度まで又は令和４年か 

ら令和６年までの間に、生産量が災害その他やむを得ない事由により前年

に比べ 30％以上減少した年又はきのこ生産を開始した年がある場合は、当

該年を除いて年間平均生産量を算出することができる。また、令和６年度

又は令和６年に生産を開始するなど、年間平均生産量が算出できない場合

は（１）を次期生産量とする。  

 

第４ 補助額の上限  

１取組実施者当たり 5,000 千円とする。ただし、国・県・市町村が実施    

する他の事業で、第３第３項に定める資材の導入に係る補助を受けている

場合は、本事業と合わせた補助額の合計が、第３第２項に定める単位重量

当たりの標準的な生産資材費の上昇額に第３第４項に定める次期生産量を

乗じた額を超えてはならない。 

  



別表１（第３関係・所管する地域機関及び書類提出先） 

きのこの生産拠点がある区域 提出する地域機関 

村上市、関川村、粟島浦村 村上地域振興局農林振興部林業振興課 

新潟市、新発田市、五泉市、 

阿賀野市、胎内市、聖籠町 
新潟地域振興局農林振興部林業振興課 

阿賀町 新潟地域振興局津川地区振興事務所 

林業振興課 

長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、 

加茂市、見附市、燕市、田上町、 

出雲崎町、弥彦村、刈羽村 

長岡地域振興局農林振興部林業振興課 

十日町市、魚沼市、南魚沼市、 

湯沢町、津南町 
南魚沼地域振興局農林振興部林業振興課 

上越市、妙高市 上越地域振興局農林振興部林業振興課 

糸魚川市 糸魚川地域振興局農林振興部林業振興課 

佐渡市 佐渡地域振興局農林水産振興部林業振興課 

 

 

別表２（別記１第３関係・定額の支援単価） 

(単価：円/kg) 

 

 

品目 

栽培

方法 

の別 

栽培方法 

菌床製造 菌床購入 

きのこ生産に係る

経営費のうち電気

代が 15％以上を 

占める取組実施者 

左記以外の 

取組実施者 

きのこ生産に係る 

経営費のうち電気 

代が 15％以上を 

占める取組実施者 

左記以外の 

取組実施者 

しいたけ 菌床 19.72 14.09 11.11 7.94 

なめこ 菌床 12.03 8.59 13.51 9.65 

えのきたけ 菌床 6.11 4.36 5.30 3.78 

ぶなしめじ 菌床 7.92 5.66 - - 

まいたけ 菌床 20.88 14.91 - - 

きくらげ 菌床 16.50 11.78 - - 

 

 

 

 

 



別表３（別記１第３関係・単位重量当たりの生産資材費の平均価格の上昇額） 

(単価：円/kg) 

品目 
栽培方法

の別 

栽培方法 

菌床製造 菌床購入 

しいたけ 菌床 28.185 15.885 

なめこ 菌床 17.186 19.308 

えのきたけ 菌床 8.736 7.576 

ぶなしめじ 菌床 11.326 - 

まいたけ 菌床 29.836 - 

きくらげ 菌床 23.578 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１－１号 

第       号 

年 月 日 

 

 

新潟県知事     様 

 

 

所在地 

事業実施主体名 

代表者氏名 

 

 

年度きのこ生産資材価格高騰緊急対策事業取組計画書（変更）承認申請書 

 

年度において、きのこ生産資材価格高騰緊急対策事業の実施に当たり、取組計画書を

作成（変更）したので、きのこ生産資材価格高騰緊急対策事業実施要領第３第１項（１）（変

更の場合は、第３第２項）の規定に基づき、別添のとおり提出する。 

 

（注）様式第１－２号（取組実施者名簿）、様式第２号（きのこ生産コスト低減等実施

計画書（チェックシート））、様式第３号（環境負荷低減のクロスコンプライ

アンスチェックシート）を添付すること。 

 



別添 

きのこ生産資材価格高騰緊急対策事業取組計画書 

第１ 事業実施主体の概要 

取組実施者名又は 
取りまとめ者名 

 

代表者の役職・氏名   

取組実施者又は取り  
まとめ者の住所 

〒 

事業担当者の連絡先 所属・役職 
・氏名 

 

電 話 番 号  

E - m a i l  

 
第２ 取組実施者の概要 

きのこ 

の種類 

栽培方法 
(菌床製造 

又は菌床 

購入又は 

ほだ木製造)

きのこの

販売収入

が事業収

入の過半

を占める

経営費に

占める 

電気代の

割合 

15％以上

R7 年度 

又は 

R7 年の  

生産量 

（kg） 

年間 

平均 

生産量

（kg） 

次期 

生産量

（kg） 

A 

定額 

支援 

単価 

(円/kg) 

B 

補助金額 

（円） 

A×B 

備考 

  ☑ ☑       

  □ □       

  □ □       

計          

 （注） 
１ 取組実施者のきのこの販売収入が事業収入の過半を占めることを証明
する書類を提出すること。 
２ 生産量を年度で計上する場合、又は生産統計調査で報告した生産量を
年間平均生産量の算定根拠としない場合は、年間平均生産量の算出根拠
となる資料（出荷伝票等）を提出すること。 
３ きのこ生産に係る経営費に占める電気代の割合が15％以上の場合は、
経営費と電気代を証明する書類を提出すること。 
４ R7年度又はR7年の生産量及び年間平均生産量は本要領別記１の第３第
４項に基づき記載し、集計範囲は年度もしくは年次のいずれかで統一す
ること。 
５ 国・県・市町村が実施する他の事業で、本要領別記１の第３第３項に
定める資材の導入に係る補助を受けている場合は、備考欄にその事業の
名称と補助金額を記載すること。 
６ 適宜、行を追加すること。 
７ 表中に十分に記載できない場合には、別紙で提出すること。 
 
 
 



※事業実施主体が取りまとめ者の場合は以下の記載による。 
様式第１－２号のとおり。 
取 組 実 施 者 数 
 

 

第３ 次期生産量 
○,○○○kg  

 

第４ 誓約・同意事項 

事業実施主体（取組実施者を含む。）は、補助金交付申請に当たって次

の事項を誓約・同意するものとする。 

以下の内容について誓約・同意する チェック欄  

１ 本事業に係る報告や立入調査について、知事又は林野庁長官から求めら

れた場合に応じます。 

２ 取組を実施したことが確認できる書類等の証拠書類について、補助金

の交付を受けた年度の翌年度から起算して５年間保管し、知事又は林野

庁長官から求められた場合は提出します。 

３ 以下の場合には、補助金を返還すること、又は交付されないことに異

存ありません。 

ア 取組計画書及びその他の提出書類において、虚偽の内容を申請した

ことが判明した場合 

イ 正当な理由がなく、取組計画書に記載した取組を実施していないこ

とその他きのこ生産資材価格高騰緊急対策事業実施要領第７に該当す

ること等が判明した場合 

（注）誓約・同意事項の内容を確認の上、チェック欄に〇を記載すること。 



様式第１－２号 

 

きのこの生産資材価格高騰緊急対策事業  取組実施者名簿 

No. 

取組 

実施者 

（氏名 

又は 

法人・ 

組織名)

きのこ 

の種類 

栽培方法 
(菌床製造 

又は菌床 

購入又は 

ほだ木製造)

きのこの

販売収入

が事業収

入の過半

を占める

経営費に

占める 

電気代の

割合 

15％以上

R7 年度 

又は 

R7 年の  

生産量 

（kg） 

年間 

平均 

生産量

（kg）

次期 

生産量

（kg）

A 

定額 

支援 

単価 

(円/kg)

B 

補助金額

（円） 

A×B 

備考 

    ☑ ☑       

    □ □       

    □ □       

    □ □       

    □ □       

  計          

（注）記載上の注意事項は様式第１－１号の第２を参照すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様
式
第
２
号

N
o
.
1

1
実
施
す
る
(し
て
い
る
)取
組
メニ
ュー
に
「〇
」を
付
して
くだ
さい
。

2
生
産
資
材
の
国
産
化
に
向
け
た
取
組
、コ
ス
ト低
減
に
向
け
た
取
組
の
い
ず
れ
も
、令
和
7-
8年
度
に
取
り組
む
こと
が
必
須
で
す
。

3
「生
産
資
材
の
国
産
化
に
向
け
た
取
組
」は
具
体
的
な
取
組
内
容
を記
載
して
くだ
さい
。「
コス
ト低
減
に
向
け
た
取
組
」は
、「
令
和
6年
度
また
は
令
和
7年
度
の
取
組
」に
、

チ
ェッ
クポ
イン
トの
取
組
メニ
ュー
が
15
個
以
上
必
要
で
す
。

その
うち
２
つ
以
上
は
、新
しい
取
組
、従
来
の
取
組
の
強
化
・拡
大
(「
◎
」で
記
入
)を
含
む
よう
に
して
くだ
さい
。

１
．
生
産
資
材
の
国
産
化
に
向
け
た
取
組

２
．
コ
ス
ト
低
減
に
向
け
た
取
組

1
1

2
2

3
3

4
4

5
1

6
2

7
3

8
4

9
5

1
0

6

1
7

2
8

3
9

4
1
0

5
1
1

6
1

7
2

8
3

1
4

2
5

3
6

4
7

5 6 7 8

き
の
こ
生
産
コ
ス
ト
低
減
等
実
施
計
画
書

チ
ェ
ッ
ク
時
期

　
令
和
　
　
  
年
　
　
  
月

氏
名

ﾄﾝ
/年

対
象
品
目

栽
培
方
法

栽
培
規
模

ﾄﾝ
/年

対
象
品
目

栽
培
方
法

栽
培
規
模

ﾄﾝ
/年

対
象
品
目

栽
培
方
法

栽
培
規
模

ﾄﾝ
/年

対
象
品
目

栽
培
方
法

栽
培
規
模

チ
ェッ
ク
ポ
イ
ン
ト

令
和
6年
度

ま
で
の
取
組
令
和
7-
8年

度
の
取
組

チ
ェッ
ク
ポ
イ
ン
ト

令
和
6年
度

ま
で
の
取
組
令
和
7-
8年

度
の
取
組

国 産 化

生
産
資
材
の
国
産
化
（
必
須
）

令
和
6年
度

ま
で
の
取
組
令
和
7-
8年

度
の
取
組

生
産
に
使
用
す
る
生
産
資
材
の
国
産
化
を図
って
い
ます
か

・
取
組
の
具
体
的
な
内
容
（
既
存
の
取
組
、
試
行
的
な
取
組
も
含
む
）

缶
体
を清
掃
しま
した
か

セ
ン
サ
ー
を
栽
培
棚
中
央
付
近
な
ど適
切
な
高
さに
設
置
して
い
ます
か

燃 油 暖 房 機

燃
焼
用
新
鮮
空
気
の
取
り入
れ
口
を設
け
ま
した
か

温 湿 度

セ ン サ ー

セ
ン
サ
ー
の
先
端
に
水
滴
が
付
い
て
い
た
り、
壁
や
内
容
物
に
接
触
した
りし
て
い
ませ
ん
か

バ
ー
ナ
ー
ノズ
ル
周
辺
、デ
ィフ
ュー
ザ
ー
、ス
トレ
ー
ナ
ー
、火
炎
検
出
器
等
を清
掃
しま
した
か

セ
ン
サ
ー
を
暖
房
機
や
送
風
ダク
トの
吹
き出
し口
付
近
に
設
置
して
い
ませ
ん
か

温
度
設
定
に
あ
た
り栽
培
品
目
・菌
種
の
適
温
を確
認
しま
した
か

バ
ー
ナ
ー
ノズ
ル
を点
検
して
定
期
的
に
交
換
して
い
ます
か

セ
ン
サ
ー
の
正
常
な
作
動
を確
認
して
い
ます
か

温
湯
暖
房
の
場
合
、缶
水
の
入
れ
替
え
、腐
食
抑
制
剤
の
投
入
を行
い
まし
た
か

培
養
棟
・発
生
棟
内
の
温
度
ム
ラの
有
無
や
温
度
差
を
適
切
な
方
法
で
確
認
しま
した
か

エア
ー
シ
ャッ
ター
で
適
正
な
空
気
量
とな
る
よう
調
整
して
い
ます
か

循
環
扇
の
設
置
方
法
（
配
置
間
隔
、作
物
影
響
な
ど）
は
適
切
で
す
か

ノズ
ル
ヒー
ター
に
不
具
合
は
あ
りま
せ
ん
か

温 度 管 理

送
風
ダク
トの
設
置
方
法
（
本
数
、太
さな
ど）
は
適
切
で
す
か

長
期
間
保
存
した
燃
料
を
使
用
して
い
ま
せ
ん
か

オ
イル
タン
クの
水
抜
きや
配
管
の
漏
れ
を確
認
しま
した
か

送
気
ダク
トの
内
部
清
掃
は
適
切
に
行
って
い
ま
す
か

温
風
ダク
トの
漏
れ
や
破
れ
は
あ
りま
せ
ん
か

送
風
ダク
トや
循
環
扇
を有
効
に
活
用
して
温
度
ム
ラを
改
善
しま
した
か

暖
房
機
本
体
の
設
置
場
所
は
適
切
で
す
か
（
培
養
棟
・発
生
棟
端
側
の
中
央
部
）

夏
季
に
培
養
棟
・発
生
棟
に
お
け
る
ミス
ト噴
霧
、屋
根
散
水
な
どの
対
策
を
講
じて
い
ます
か

木 質 バ イ オ マ ス

暖 房 機

貯
蔵
タン
ク（
サ
イロ
）
と暖
房
機
の
距
離
は
適
切
で
す
か
（
15
m
以
内
）

施
設
内
の
菌
床
、ほ
だ
木
の
収
容
数
は
適
切
で
す
か

燃
油
暖
房
機
との
ハ
イブ
リッ
ド運
転
時
の
温
度
設
定
は
適
切
で
す
か
（
燃
油
暖
房
機
よ
り1
～
2℃
高
く設
定
）

床
暖
房
等
に
使
用
す
る
温
水
ボ
イラ
等
の
設
定
温
度
は
適
切
で
す
か

燃
料
の
供
給
経
路
（
サ
イロ
⇒
暖
房
機
本
体
）
に
異
常
は
な
い
で
す
か

天
候
の
変
化
や
日
長
に
合
わ
せ
て
適
切
に
被
覆
資
材
の
上
げ
下
ろ
しを
して
い
ます
か

ダウ
ン
シ
ュー
ト対
策
を
とっ
て
い
ます
か

換
気
に
熱
交
換
器
を
利
用
して
い
ま
す
か

(廃
ほ
だ
暖
房
機
の
場
合
)廃
ほ
だ
木
の
乾
燥
は
十
分
で
す
か

培
養
棟
・発
生
棟
の
外
張
被
覆
の
破
れ
や
隙
間
を点
検
しま
した
か

燃
料
を適
切
な
乾
燥
状
態
で
使
用
して
い
ます
か

外 張 被 覆

被
覆
資
材
が
汚
れ
て
い
な
い
か
確
認
しま
した
か

煙
突
掃
除
、燃
焼
灰
の
清
掃
等
の
メン
テ
ン
ナ
ン
ス
を
こま
め
に
行
って
い
ます
か

天
窓
や
出
入
口
部
の
破
損
や
隙
間
を
点
検
しま
した
か

空 調 設 備

室
外
機
や
室
内
機
周
辺
の
障
害
物
を除
きま
した
か

被
覆
資
材
留
具
の
緩
み
を点
検
しま
した
か

室
外
機
は
北
風
等
の
影
響
が
な
い
場
所
に
設
置
しま
した
か

シ
ェー
ド（
日
除
け
）
の
遮
光
率
は
適
切
で
す
か

(ヒ
ー
トポ
ン
プの
場
合
)デ
フロ
ス
ト水
の
排
水
、積
雪
へ
の
対
策
を
とり
ま
した
か

高
温
対
策
とし
て
、シ
ェー
ド（
日
除
け
）
の
2重
張
りを
行
って
い
ま
す
か

電
線
の
太
さ･
長
さ（
引
込
柱
～
室
外
機
の
長
さ）
は
適
切
に
しま
した
か

(ヒ
ー
トポ
ンプ
の
場
合
)ハ
イブ
リッ
ド運
転
時
の
温
度
設
定
は
適
切
で
す
か
（
燃
油
暖
房
機
より
2～
3℃
高
く設
定
）

室
外
機
と室
内
機
をな
る
べ
く近
くに
設
置
しま
した
か

換
気
扇
シ
ャッ
ター
や
使
用
しな
い
出
入
口
の
目
張
り、
側
面
巻
き上
げ
フィ
ル
ム
の
固
定
を
しま
した
か

空
調
機
接
続
周
辺
部
に
被
覆
の
破
れ
や
隙
間
は
あ
りま
せ
ん
か

エア
フィ
ル
ター
や
熱
交
換
器
（
室
内
・室
外
）
の
清
掃
を定
期
的
に
行
って
い
ます
か



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No
.2

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

1
1
0

2
1
1

3
1
2

4
1
3

5
1
4

6
1
5

7
1
6

8
1
7

9
1
8

1
0

1
9

1
1

1

1
2

2

1
3

3

1
4

4

1
5

1

1
6

2

1
7

3

1
8

1

1
9

2

1 2 3

き
の
こ
生
産
コ
ス
ト
低
減
等
実
施
計
画
書

チ
ェッ
ク
ポ
イ
ント

令
和
6年
度

ま
で
の
取
組
令
和
7-
8年

度
の
取
組

チ
ェッ
ク
ポ
イ
ント

令
和
6年
度

ま
で
の
取
組
令
和
7-
8年

度
の
取
組

保
温
、断
熱
性
能
の
高
い
内
張
り用
シ
ー
トを
利
用
して
い
ます
か

原
木
の
葉
枯
らし
・乾
燥
期
間
は
適
切
で
す
か
（
購
入
の
場
合
、依
頼
・確
認
等
して
い
ます
か
）

内 張 カ ー テ ン

培
養
棟
・発
生
棟
に
内
張
（
カー
テン
、固
定
張
り）
を設
置
して
い
ます
か

原
木
の
伐
期
は
適
切
で
す
か
（
購
入
の
場
合
、依
頼
・確
認
等
して
い
ます
か
）

内
張
カー
テン
を多
層
化
して
い
ます
か
（
可
能
で
あ
れ
ば
培
養
棟
・発
生
棟
全
面
）

ハ
ラア
カコ
ブカ
ミキ
リ等
虫
害
木
の
移
動
を避
け
るな
どの
虫
害
対
策
を行
って
い
ます
か

内
張
カー
テン
裾
部
の
隙
間
（
膨
らみ
）
を点
検
しま
した
か

植
菌
器
具
機
械
等
の
掃
除
、メ
ンテ
ナ
ンス
を定
期
的
に
行
って
い
ます
か

内
張
カー
テン
に破
れ
や
隙
間
が
な
い
か
点
検
しま
した
か

労
働
力
配
置
や
栽
培
環
境
、市
場
性
を考
慮
して
菌
種
を選
択
して
い
ます
か

多
層
カー
テン
で
は
被
覆
資
材
同
士
の
間
隔
（
資
材
同
士
が
張
り付
か
な
い
）
は
適
切
で
す
か

伏
せ
こみ
に
あ
た
って
、栽
培
環
境
に
適
した
組
み
方
を選
択
して
い
ます
か

培
養
棟
・発
生
棟
の
出
入
口
付
近
や
妻
面
は
隙
間
の
な
い
よう
に
保
温
対
策
を行
い
まし
た
か

植
菌
数
、植
菌
間
隔
は
適
切
で
す
か

原 木 栽 培

自
動
開
閉
の
場
合
、開
閉
させ
て
隙
間
や
開
閉
動
作
に
問
題
が
な
い
こと
を確
認
しま
した
か

ほ
だ
場
の
環
境
条
件
を計
測
し、
改
善
して
い
ます
か
(温
度
、湿
度
、照
度
、方
角
等
)

多
層
カー
テン
で
は
肩
部
な
どの
隙
間
対
策
を行
い
まし
た
か

植
菌
後
の
ほ
だ
化
の
様
子
をこ
まめ
に
確
認
して
い
ます
か

殺
菌
釜
内
の
収
容
数
は
適
切
で
す
か

天
気
予
報
を確
認
し作
業
計
画
に
反
映
させ
て
い
ます
か

菌 床 栽 培

菌
床
殺
菌
時
に
対
象
に
応
じた
殺
菌
時
間
を設
定
して
い
ます
か

気
温
、湿
度
条
件
に
応
じた
適
切
な
散
水
を行
って
い
ます
か

殺
菌
後
の
冷
却
時
間
は
適
切
に
管
理
して
い
ます
か

ほ
だ
場
の
選
択
に
あ
た
り自
然
災
害
の
予
防
を考
慮
して
い
ます
か

菌
床
材
料
の
保
管
状
況
は
適
切
で
す
か

ほ
だ
木
の
遮
熱
対
策
を十
分
講
じて
い
ます
か
。

照
明
に
LE
Dを
使
用
して
い
ます
か

鳥
獣
被
害
の
予
防
対
策
を行
って
い
ます
か

菌
種
の
選
択
にあ
たり
、培
養
環
境
、市
場
性
な
どを
考
慮
して
い
ます
か

ほ
だ
木
の
天
地
返
しを
行
って
い
ます
か
。

栽
培
舎
へ
の
菌
床
収
容
数
や
間
隔
は
適
切
で
す
か

収
穫
は
適
切
な
タイ
ミン
グで
行
って
い
ます
か
。

菌
床
の
含
水
率
は
適
切
で
す
か

発
生
操
作
の
方
法
、タ
イミ
ング
は
適
切
で
す
か

散
水
・加
湿
は
、適
切
な
量
、タ
イミ
ング
で
行
って
い
ます
か

林
内
作
業
車
等
車
両
系
機
械
の
エン
ジ
ンを
こま
め
に
切
って
い
ます
か

栽
培
施
設
（
培
養
室
、発
生
棟
）
の
環
境
条
件
（
湿
度
・C
O2
等
）
を計
測
して
い
ます
か

作
業
路
の
排
水
対
策
を講
じて
い
ます
か

再
度
吸
湿
しな
い
よう
乾
燥
後
の
取
り込
み
タイ
ミン
グは
適
切
で
す
か

作
業
域
内
の
動
線
配
置
が
交
錯
しな
い
よう
に
して
い
ます
か

乾
燥
時
間
を短
縮
させ
る取
組
を行
って
い
ます
か
(ス
ライ
サ
ー
の
導
入
等
)

製
造
ロッ
ト単
位
等
の
菌
床
ロス
率
の
チ
ェッ
ク・
改
善
を行
って
い
ます
か

乾 燥 ・

加 工

乾
燥
効
率
の
向
上
に
取
り組
ん
で
い
ます
か
(庫
内
配
置
の
適
正
化
な
ど)

作
業
域
内
に
お
い
て作
業
者
の
歩
行
（
移
動
）
距
離
が
短
くな
るよ
う工
夫
して
い
ます
か

きの
この
種
類
に
応
じた
乾
燥
機
の
温
度
管
理
を適
切
に
行
って
い
ます
か

こま
め
に
消
灯
す
るな
ど点
灯
時
間
は
適
切
で
す
か

作
業
に
用
い
る道
具
類
の
保
管
場
所
は
決
まっ
て
い
ます
か

通
い
コン
テナ
等
輸
送
資
材
の
再
利
用
に
取
り組
ん
で
い
ます
か

作
業
標
準
を作
成
して
い
ます
か

出 荷

包
装
資
材
の
節
約
・減
量
化
に
取
り組
ん
で
い
ます
か

作
業
時
間
の
計
測
を行
って
い
ます
か

施
設
内
の
整
理
、整
頓
、清
掃
等
を定
期
的
に
行
って
い
ます
か

包
装
資
材
の
脱
プラ
スチ
ック
化
に
取
り組
ん
で
い
ます
か

器
具
機
械
等
の
メン
テナ
ンス
を定
期
的
に行
って
い
ます
か
。

その
他

ソー
ラー
パ
ネ
ル
等
、再
エネ
導
入
に取
り組
ん
で
い
ます
か

販
売
価
格
の
適
正
化
、生
産
コス
トの
適
切
な
価
格
転
嫁
に
取
り組
ん
で
い
ます
か

菌
床
袋
、培
養
ビン
等
プラ
スチ
ック
資
材
の
廃
棄
量
の
削
減
や
リサ
イク
ル
に取
り組
ん
で
い
ます
か

廃 棄 物

管 理

廃
菌
床
の
他
用
途
へ
の
活
用
を行
って
い
ます
か
(エ
ネ
ル
ギ
ー
、堆
肥
、飼
料
等
)

廃
ほ
だ
木
の
他
用
途
へ
の
活
用
を行
って
い
ます
か
(エ
ネ
ル
ギ
ー
、堆
肥
、昆
虫
飼
育
材
な
ど)

その
他
独
自

の
コス
ト低

減
の
取
組



様式第３号  
環境負荷低減のクロスコンプライアンス チェックシート 

（自治体・民間事業者向け） 

 

（１）エネルギーの節減 

申請時 

(します) 

報告時 

（しまし

た） 

該当 

しません 

① オフィスや車両・機械等の電

気・燃料の使用状況の記録・保

存に努める 

□ □  

② 省エネを意識し、不必要・非効

率なエネルギー消費をしないこ

と（照明、空調、ウォームビ

ズ・クールビス、燃費効率のよ

い機械の利用等）を検討 

□ □  

③ 環境負荷低減に配慮した商品、

原料等の調達を検討 
□ □  

 

（２）悪臭及び害虫の発生防止 

申請時 

(します) 

報告時 

（しまし

た） 

該当 

しません 

④ 
※発生源となる場所で作業する

又は発生原因となるものを扱う

場合 

悪臭・害虫の発生防止・低減に

努める 

□ □ □ 

 
（３）廃棄物の発生抑制、適正

な循環的な利用及び適正な処分 

申請時 

(します) 

報告時 

（しまし

た） 

該当 

しません 

⑤ 
プラ等廃棄物の削減に努め、適

正に処理 
□ □  

⑥ 資源の再利用を検討 □ □  

 （４）生物多様性への悪影響の

防止 

申請時 

(します) 

報告時 

（しまし

該当 

しません 



た） 

⑦ ※生物多様性への影響が想定さ

れる工事等を実施する場合 

生物多様性に配慮した事業実施

に努める 

□ □ □ 

⑧ ※特定事業場である場合 

排水処理に係る水質汚濁防止法

の遵守 

□ □ □ 

 

（５）環境関係法令の遵守等 

申請時 

(します) 

報告時 

（しまし

た） 

該当 

しません 

⑨ みどりの食料システム戦略の理

解 
□ □ 

 

⑩ 
関係法令の遵守 □ □  

⑪ 環境配慮の取組方針の策定や研

修の実施に努める 
□ □  

⑫ 

※機械等を扱う事業者である場

合 

機械等の適切な整備と管理に努

める 

□ □ □ 

⑬ 
正しい知識に基づく作業安全に

努める 
□ □  

 

注 ※の記載内容に該当しない場合には、「該当しません」にチェックを入

れてください。この場合、当該項目の申請時・報告時のチェックは不要で

す。 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第４号 

第      号 

年 月 日 

 

 

地域振興局長 様 

 

 

所在地 

事業実施主体名 

代表者氏名 

 

 

  年度きのこ生産資材価格高騰緊急対策事業取組実施状況報告書 

 

きのこ生産資材価格高騰緊急対策事業実施要領第５第１項の規定に基づき別

添のとおり報告する。 

 

（添付資料） 

・様式第５号（事業実施主体が取りまとめ者の場合は、取組実施者から提出さ 

せ、添付すること。） 

・各取組実施者に補助金が支払われたことを証する書類（振込依頼書の写し 

等）（事業実施主体が取りまとめ者の場合のみ） 

 
 

（注）事業実施主体が取りまとめ者の場合は、取組実施者から別添を提出さ

せ、添付すること。 
 
 



別添 

 

きのこの生産資材価格高騰緊急対策事業取組実施状況報告書 

 

第１ 取組実施者の概要 

取 組 実 施 者 数 （ 件 ） 

 

※事業実施主体が取りまとめ者の場合のみ記載。 

 

第２ 取組実績 

No. 取組 

実施者 

(氏名又は 

法人・組

織名） 

きのこ

の種類 

生産量 

（kg） 

計画時

の取組

メニュ

ーの実

施の有 

無 

 

取組の概要 

令和７

年度

（年） 

令和８

年度

（年） 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

計 
 

 

     

（注） 

１ 適宜、行を追加すること。 

２ 表中に十分に記載できない場合には、別紙で提出すること。 

３ 「計画時の取組メニューの実施の有無」欄については、様式第２号 

において取組メニューのうち15個以上取り組んでいる場合は「有」、 

15個未満の場合は「無」と記載すること。 

４ 令和８年度又は令和８年の生産量の算出根拠となる資料（出荷伝票 

等）を添付すること。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様
式
第
5
号

N
o
.
1

1
実
施
した
取
組
メニ
ュー
に
「〇
」を
付
して
くだ
さい
。

2
生
産
資
材
の
国
産
化
に
向
け
た
取
組
、コ
ス
ト低
減
に
向
け
た
取
組
の
い
ず
れ
も
、令
和
7-
8年
度
に
取
り組
む
こと
が
必
須
で
す
。

3
「生
産
資
材
の
国
産
化
に
向
け
た
取
組
」は
具
体
的
な
取
組
内
容
を記
載
して
くだ
さい
。「
コス
ト低
減
に
向
け
た
取
組
」は
、「
令
和
6年
度
また
は
令
和
7年
度
の
取
組
」に
、

チ
ェッ
クポ
イン
トの
取
組
メニ
ュー
が
15
個
以
上
必
要
で
す
。

そ
の
うち
２
つ
以
上
は
、新
しい
取
組
、従
来
の
取
組
の
強
化
・拡
大
(「
◎
」で
記
入
)を
含
む
よう
に
して
くだ
さい
。

１
．
生
産
資
材
の
国
産
化
に
向
け
た
取
組

２
．
コ
ス
ト
低
減
に
向
け
た
取
組

1
1

2
2

3
3

4
4

5
1

6
2

7
3

8
4

9
5

1
0

6

1
7

2
8

3
9

4
1
0

5
1
1

6
1

7
2

8
3

1
4

2
5

3
6

4
7

5 6 7 8

ﾄﾝ
/年

国 産 化

生
産
資
材
の
国
産
化
（
必
須
）

令
和
6年
度

ま
で
の
取
組
令
和
7-
8年

度
の
取
組

生
産
に
使
用
す
る
生
産
資
材
の
国
産
化
を図
って
い
ます
か

・
取
組
の
具
体
的
な
内
容
（
既
存
の
取
組
、
試
行
的
な
取
組
も
含
む
）

対
象
品
目

栽
培
方
法

栽
培
規
模

ﾄﾝ
/年

対
象
品
目

栽
培
方
法

栽
培
規
模

ﾄﾝ
/年

空
調
機
接
続
周
辺
部
に
被
覆
の
破
れ
や
隙
間
は
あ
りま
せ
ん
か

エア
フィ
ル
ター
や
熱
交
換
器
（
室
内
・室
外
）
の
清
掃
を
定
期
的
に
行
って
い
ま
す
か

室
外
機
と室
内
機
をな
る
べ
く近
くに
設
置
しま
した
か

換
気
扇
シ
ャッ
ター
や
使
用
しな
い
出
入
口
の
目
張
り、
側
面
巻
き上
げ
フィ
ル
ム
の
固
定
を
しま
した
か

空 調 設 備

室
外
機
や
室
内
機
周
辺
の
障
害
物
を
除
きま
した
か

被
覆
資
材
留
具
の
緩
み
を点
検
しま
した
か

室
外
機
は
北
風
等
の
影
響
が
な
い
場
所
に
設
置
しま
した
か

シ
ェー
ド（
日
除
け
）
の
遮
光
率
は
適
切
で
す
か

(ヒ
ー
トポ
ンプ
の
場
合
)デ
フロ
ス
ト水
の
排
水
、積
雪
へ
の
対
策
をと
りま
した
か

高
温
対
策
とし
て
、シ
ェー
ド（
日
除
け
）
の
2重
張
りを
行
って
い
ます
か

電
線
の
太
さ･
長
さ（
引
込
柱
～
室
外
機
の
長
さ）
は
適
切
に
しま
した
か

(ヒ
ー
トポ
ンプ
の
場
合
)ハ
イブ
リッ
ド運
転
時
の
温
度
設
定
は
適
切
で
す
か
（
燃
油
暖
房
機
よ
り2
～
3℃
高
く設
定
）

ダウ
ンシ
ュー
ト対
策
をと
って
い
ます
か

換
気
に
熱
交
換
器
を利
用
して
い
ま
す
か

(廃
ほ
だ
暖
房
機
の
場
合
)廃
ほ
だ
木
の
乾
燥
は
十
分
で
す
か

培
養
棟
・発
生
棟
の
外
張
被
覆
の
破
れ
や
隙
間
を点
検
しま
した
か

燃
料
を適
切
な
乾
燥
状
態
で
使
用
して
い
ます
か

外 張 被 覆

被
覆
資
材
が
汚
れ
て
い
な
い
か
確
認
しま
した
か

煙
突
掃
除
、燃
焼
灰
の
清
掃
等
の
メン
テ
ンナ
ンス
を
こま
め
に
行
って
い
ます
か

天
窓
や
出
入
口
部
の
破
損
や
隙
間
を
点
検
しま
した
か

暖
房
機
本
体
の
設
置
場
所
は
適
切
で
す
か
（
培
養
棟
・発
生
棟
端
側
の
中
央
部
）

夏
季
に
培
養
棟
・発
生
棟
に
お
け
る
ミス
ト噴
霧
、屋
根
散
水
な
どの
対
策
を講
じて
い
ます
か

木 質 バ イ オ マ ス

暖 房 機

貯
蔵
タン
ク（
サ
イロ
）
と暖
房
機
の
距
離
は
適
切
で
す
か
（
15
m
以
内
）

施
設
内
の
菌
床
、ほ
だ
木
の
収
容
数
は
適
切
で
す
か

燃
油
暖
房
機
との
ハ
イブ
リッ
ド運
転
時
の
温
度
設
定
は
適
切
で
す
か
（
燃
油
暖
房
機
よ
り1
～
2℃
高
く設
定
）

床
暖
房
等
に
使
用
す
る
温
水
ボ
イラ
等
の
設
定
温
度
は
適
切
で
す
か

燃
料
の
供
給
経
路
（
サ
イロ
⇒
暖
房
機
本
体
）
に
異
常
は
な
い
で
す
か

天
候
の
変
化
や
日
長
に
合
わ
せ
て
適
切
に
被
覆
資
材
の
上
げ
下
ろ
しを
して
い
ま
す
か

長
期
間
保
存
した
燃
料
を使
用
して
い
ま
せ
ん
か

オ
イル
タン
クの
水
抜
きや
配
管
の
漏
れ
を確
認
しま
した
か

送
気
ダク
トの
内
部
清
掃
は
適
切
に
行
って
い
ま
す
か

温
風
ダク
トの
漏
れ
や
破
れ
は
あ
りま
せ
ん
か

送
風
ダク
トや
循
環
扇
を
有
効
に
活
用
して
温
度
ム
ラを
改
善
しま
した
か

セ
ンサ
ー
の
正
常
な
作
動
を確
認
して
い
ます
か

温
湯
暖
房
の
場
合
、缶
水
の
入
れ
替
え
、腐
食
抑
制
剤
の
投
入
を
行
い
ま
した
か

培
養
棟
・発
生
棟
内
の
温
度
ム
ラの
有
無
や
温
度
差
を適
切
な
方
法
で
確
認
しま
した
か

エア
ー
シ
ャッ
ター
で
適
正
な
空
気
量
とな
る
よう
調
整
して
い
ま
す
か

循
環
扇
の
設
置
方
法
（
配
置
間
隔
、作
物
影
響
な
ど）
は
適
切
で
す
か

ノズ
ル
ヒー
ター
に
不
具
合
は
あ
りま
せ
ん
か

温 度 管 理

送
風
ダク
トの
設
置
方
法
（
本
数
、太
さな
ど）
は
適
切
で
す
か

缶
体
を清
掃
しま
した
か

セ
ンサ
ー
を栽
培
棚
中
央
付
近
な
ど適
切
な
高
さに
設
置
して
い
ます
か

燃 油 暖 房 機

燃
焼
用
新
鮮
空
気
の
取
り入
れ
口
を
設
け
ま
した
か

温 湿 度

セ ン サ ー

セ
ンサ
ー
の
先
端
に
水
滴
が
付
い
て
い
た
り、
壁
や
内
容
物
に
接
触
した
りし
て
い
ま
せ
ん
か

バ
ー
ナ
ー
ノズ
ル
周
辺
、デ
ィフ
ュー
ザ
ー
、ス
トレ
ー
ナ
ー
、火
炎
検
出
器
等
を
清
掃
しま
した
か

セ
ンサ
ー
を暖
房
機
や
送
風
ダク
トの
吹
き出
し口
付
近
に
設
置
して
い
ま
せ
ん
か

温
度
設
定
に
あ
た
り栽
培
品
目
・菌
種
の
適
温
を確
認
しま
した
か

バ
ー
ナ
ー
ノズ
ル
を点
検
して
定
期
的
に
交
換
して
い
ます
か

チ
ェッ
ク
ポ
イ
ン
ト

令
和
6年
度

ま
で
の
取
組
令
和
7-
8年

度
の
取
組

チ
ェッ
ク
ポ
イ
ン
ト

令
和
6年
度

ま
で
の
取
組
令
和
7-
8年

度
の
取
組

き
の
こ
生
産
コ
ス
ト
低
減
等
実
施
報
告
書

チ
ェ
ッ
ク
時
期

　
令
和
　
　
  
年
　
　
  
月

氏
名

対
象
品
目

栽
培
方
法

栽
培
規
模

ﾄﾝ
/年

対
象
品
目

栽
培
方
法

栽
培
規
模



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No
.2

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

1
1
0

2
1
1

3
1
2

4
1
3

5
1
4

6
1
5

7
1
6

8
1
7

9
1
8

1
0

1
9

1
1

1

1
2

2

1
3

3

1
4

4

1
5

1

1
6

2

1
7

3

1
8

1

1
9

2

1 2 3
菌
床
袋
、培
養
ビン
等
プラ
スチ
ック
資
材
の
廃
棄
量
の
削
減
や
リサ
イク
ル
に
取
り組
ん
で
い
ます
か

廃 棄 物

管 理

廃
菌
床
の
他
用
途
へ
の
活
用
を行
って
い
ます
か
(エ
ネ
ル
ギ
ー
、堆
肥
、飼
料
等
)

販
売
価
格
の
適
正
化
、生
産
コス
トの
適
切
な
価
格
転
嫁
に
取
り組
ん
で
い
ます
か

廃
ほ
だ
木
の
他
用
途
へ
の
活
用
を行
って
い
ます
か
(エ
ネ
ル
ギ
ー
、堆
肥
、昆
虫
飼
育
材
な
ど)

そ
の
他
独
自

の
コス
ト低

減
の
取
組

器
具
機
械
等
の
メン
テ
ナ
ンス
を定
期
的
に
行
って
い
ます
か
。

そ
の
他

ソー
ラー
パ
ネ
ル
等
、再
エネ
導
入
に
取
り組
ん
で
い
ます
か

作
業
に
用
い
る道
具
類
の
保
管
場
所
は
決
まっ
て
い
ます
か

通
い
コン
テ
ナ
等
輸
送
資
材
の
再
利
用
に
取
り組
ん
で
い
ます
か

作
業
標
準
を作
成
して
い
ます
か

出 荷

包
装
資
材
の
節
約
・減
量
化
に
取
り組
ん
で
い
ます
か

施
設
内
の
整
理
、整
頓
、清
掃
等
を定
期
的
に
行
って
い
ます
か

包
装
資
材
の
脱
プラ
スチ
ック
化
に
取
り組
ん
で
い
ます
か

作
業
時
間
の
計
測
を行
って
い
ます
か

再
度
吸
湿
しな
い
よう
乾
燥
後
の
取
り込
み
タイ
ミン
グ
は
適
切
で
す
か

作
業
域
内
の
動
線
配
置
が
交
錯
しな
い
よう
に
して
い
ます
か

乾
燥
時
間
を短
縮
させ
る取
組
を行
って
い
ます
か
(ス
ライ
サ
ー
の
導
入
等
)

製
造
ロッ
ト単
位
等
の
菌
床
ロス
率
の
チ
ェッ
ク・
改
善
を行
って
い
ます
か

乾 燥 ・

加 工

乾
燥
効
率
の
向
上
に
取
り組
ん
で
い
ます
か
(庫
内
配
置
の
適
正
化
な
ど)

作
業
域
内
に
お
い
て
作
業
者
の
歩
行
（
移
動
）
距
離
が
短
くな
る
よう
工
夫
して
い
ます
か

きの
この
種
類
に
応
じた
乾
燥
機
の
温
度
管
理
を適
切
に
行
って
い
ます
か

散
水
・加
湿
は
、適
切
な
量
、タ
イミ
ング
で
行
って
い
ます
か

林
内
作
業
車
等
車
両
系
機
械
の
エン
ジ
ンを
こま
め
に
切
って
い
ます
か

栽
培
施
設
（
培
養
室
、発
生
棟
）
の
環
境
条
件
（
湿
度
・C
O
2等
）
を計
測
して
い
ます
か

作
業
路
の
排
水
対
策
を講
じて
い
ます
か

原 木 栽 培

こま
め
に
消
灯
す
るな
ど点
灯
時
間
は
適
切
で
す
か

照
明
に
LE
Dを
使
用
して
い
ます
か

鳥
獣
被
害
の
予
防
対
策
を行
って
い
ます
か

菌
種
の
選
択
に
あ
た
り、
培
養
環
境
、市
場
性
な
どを
考
慮
して
い
ます
か

ほ
だ
木
の
天
地
返
しを
行
って
い
ます
か
。

栽
培
舎
へ
の
菌
床
収
容
数
や
間
隔
は
適
切
で
す
か

収
穫
は
適
切
な
タイ
ミン
グ
で
行
って
い
ます
か
。

菌
床
の
含
水
率
は
適
切
で
す
か

発
生
操
作
の
方
法
、タ
イミ
ング
は
適
切
で
す
か

殺
菌
釜
内
の
収
容
数
は
適
切
で
す
か

天
気
予
報
を確
認
し作
業
計
画
に
反
映
させ
て
い
ます
か

菌 床 栽 培

菌
床
殺
菌
時
に
対
象
に
応
じた
殺
菌
時
間
を設
定
して
い
ます
か

気
温
、湿
度
条
件
に
応
じた
適
切
な
散
水
を行
って
い
ます
か

殺
菌
後
の
冷
却
時
間
は
適
切
に
管
理
して
い
ます
か

ほ
だ
場
の
選
択
に
あ
た
り自
然
災
害
の
予
防
を考
慮
して
い
ます
か

菌
床
材
料
の
保
管
状
況
は
適
切
で
す
か

ほ
だ
木
の
遮
熱
対
策
を十
分
講
じて
い
ます
か
。

自
動
開
閉
の
場
合
、開
閉
させ
て
隙
間
や
開
閉
動
作
に
問
題
が
な
い
こと
を確
認
しま
した
か

ほ
だ
場
の
環
境
条
件
を計
測
し、
改
善
して
い
ます
か
(温
度
、湿
度
、照
度
、方
角
等
)

多
層
カー
テン
で
は
肩
部
な
どの
隙
間
対
策
を行
い
まし
た
か

植
菌
後
の
ほ
だ
化
の
様
子
をこ
まめ
に
確
認
して
い
ます
か

内
張
カー
テン
に
破
れ
や
隙
間
が
な
い
か
点
検
しま
した
か

労
働
力
配
置
や
栽
培
環
境
、市
場
性
を考
慮
して
菌
種
を選
択
して
い
ます
か

多
層
カー
テン
で
は
被
覆
資
材
同
士
の
間
隔
（
資
材
同
士
が
張
り付
か
な
い
）
は
適
切
で
す
か

伏
せ
こみ
に
あ
た
って
、栽
培
環
境
に
適
した
組
み
方
を選
択
して
い
ます
か

培
養
棟
・発
生
棟
の
出
入
口
付
近
や
妻
面
は
隙
間
の
な
い
よう
に
保
温
対
策
を行
い
まし
た
か

植
菌
数
、植
菌
間
隔
は
適
切
で
す
か

保
温
、断
熱
性
能
の
高
い
内
張
り用
シ
ー
トを
利
用
して
い
ます
か

原
木
の
葉
枯
らし
・乾
燥
期
間
は
適
切
で
す
か
（
購
入
の
場
合
、依
頼
・確
認
等
して
い
ます
か
）

内 張 カ ー テ ン

培
養
棟
・発
生
棟
に
内
張
（
カー
テ
ン、
固
定
張
り）
を設
置
して
い
ます
か

原
木
の
伐
期
は
適
切
で
す
か
（
購
入
の
場
合
、依
頼
・確
認
等
して
い
ます
か
）

内
張
カー
テン
を多
層
化
して
い
ます
か
（
可
能
で
あ
れ
ば
培
養
棟
・発
生
棟
全
面
）

ハ
ラア
カコ
ブカ
ミキ
リ等
虫
害
木
の
移
動
を避
け
るな
どの
虫
害
対
策
を行
って
い
ます
か

内
張
カー
テン
裾
部
の
隙
間
（
膨
らみ
）
を点
検
しま
した
か

植
菌
器
具
機
械
等
の
掃
除
、メ
ンテ
ナ
ンス
を定
期
的
に
行
って
い
ます
か

き
の
こ
生
産
コ
ス
ト
低
減
等
実
施
報
告
書

チ
ェッ
ク
ポ
イ
ン
ト

令
和
6年
度

ま
で
の
取
組
令
和
7-
8年

度
の
取
組

チ
ェッ
ク
ポ
イ
ン
ト

令
和
6年
度

ま
で
の
取
組
令
和
7-
8年

度
の
取
組
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要綱第１号様式の３（きのこ生産資材価格高騰緊急対策事業） 

第     号 

年 月 日 

 

 様 

 

所在地 

事業実施主体名 

代表者氏名 

 

年度きのこ生産資材価格高騰緊急対策事業 

補助金交付申請書兼実績報告書 

 

新潟県補助金等交付規則第３条及び第12条並びにきのこ生産資材価格高騰

緊急対策事業実施要領第３第３項の規定に基づき、交付申請及び実績報告し

ます。 

 

記 

 

 １ 交付申請額         円 

 ２ 添付書類名 

 （１） 

 （２） 

 
（注）１ 以下の書類を添付すること。 
（１）  きのこ生産資材価格高騰緊急対策事業実績報告書（要綱別記様式） 
（２）  取組実施者名簿（要綱別記様式。事業実施主体がきのこ生産資材価格高騰緊
急対策事業実施要領第２第２項（２）に定める取りまとめ者の場合のみ添付
すること。） 

（３）  委任状（要綱別記様式。事業実施主体が取りまとめ者の場合のみ、きのこ
生産資材価格高騰緊急対策事業実施要領第２第２項（１）に定める取組実施者
が作成し、添付すること。） 

（４） きのこ生産資材価格高騰緊急対策事業実施要領第３に定めるきのこの生産資材
導入支援取組計画書又はきのこの生産資材導入支援取組計画書変更承認申
請書に添付した書類のうち、変更があった書類（申請時以降変更のない場
合は省略できる。） 

２ 取組計画書に変更があったときは、当該取組計画書の写しに変更後の内容が
容易に比較対照できるように変更部分を赤字で加筆修正（変更前の部分は取消
線で修正）したものを添付すること。 



要綱別記様式(きのこ生産資材価格高騰緊急対策事業) 

きのこ生産資材価格高騰緊急対策事業 実績報告書（事業成績書） 

第１ 事業実施主体の概要 

取組実施者名又は 
取りまとめ者名 

 

代表者の役職・氏名  

取組実施者又は取り 
まとめ者の住所 

〒 

事業担当者の連絡先 所属・役職 
・氏名 

 

電 話 番 号  

E - m a i l  

 

第２ 取組実施者の概要 

きのこ 

の種類 

栽培方法 
(菌床製造 

又は菌床 

購入又は 

ほだ木製造)

きのこの

販売収入

が事業収

入の過半

を占める

経営費に

占める 

電気代の

割合 

15％以上

R7 年度 

又は 

R7 年の  

生産量 

（kg） 

年間 

平均 

生産量

（kg） 

次期 

生産量

（kg） 

A 

定額 

支援 

単価 

(円/kg) 

B 

補助金額 

（円） 

A×B 

備考 

  ☑ ☑       

  □ □       

  □ □       

計          

 （注） 
１ R7年度又はR7年の生産量及び年間平均生産量は、きのこ生産資材価格
高騰緊急対策事業実施要領別記１の第３第４項に基づき記載し、集計範
囲は年度もしくは年次のいずれかで統一すること。 
２ R7年度又はR7の生産量の算出根拠となる資料（出荷伝票等）を添付す
ること。 
３ 国・県・市町村が実施する他の事業で、きのこ生産資材価格高騰緊急対
策事業実施要領別記１の第３第３項に定める資材の導入に係る補助を受
けている場合は、備考欄にその事業の名称と補助金額を記載すること。 
４ 適宜、行を追加すること。 
５ 表中に十分に記載できない場合には、別紙で提出すること。 

 
※事業実施主体が取りまとめ者の場合は以下の記載による。 
取組実施者名簿のとおり。 
取 組 実 施 者 数 
 

 



 

 次期生産量 
○,○○○kg 

  
第４ 誓約・同意事項 

事業実施主体（取組実施者を含む。）は、補助金交付申請に当たって次

の事項を誓約・同意するものとする。 

以下の内容について誓約・同意する チェック欄  

１ 本事業に係る報告や立入調査について、知事又は林野庁長官から求めら

れた場合に応じます。 

２ 取組を実施したことが確認できる書類等の証拠書類について、補助金

の交付を受けた年度の翌年度から起算して５年間保管し、知事又は林野

庁長官から求められた場合は提出します。 

３ 以下の場合には、補助金を返還すること、又は交付されないことに異

存ありません。 

ア 取組計画書及びその他の提出書類において、虚偽の内容を申請した

ことが判明した場合 

イ 正当な理由がなく、取組計画書に記載した取組を実施していないこ

とその他きのこ生産資材価格高騰緊急対策事業実施要領第７に該当す

ること等が判明した場合 

（注）誓約・同意事項の内容を確認の上、チェック欄に〇を記載すること。 

 

第５ 補助金振込先情報 

振込先金融機関名 店番号 本・支店名 種目(該当に〇） 

 
銀行・信用金庫 

信用組合・農協     
本店 

支店 
普通 当座 

口座番号（右詰めで記入） 口座名義人（カタカナ） 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



要綱別記様式(きのこ生産資材価格高騰緊急対策事業（事業実施主体が取りまとめ者の場合)） 

取組実施者名簿 

 

きのこ生産資材価格高騰緊急対策事業  取組実施者名簿 

No. 

取組 

実施者 

（氏名 

又は 

法人・ 

組織名)

きのこ 

の種類 

栽培方法 
(菌床製造 

又は菌床 

購入又は 

ほだ木製造)

きのこの

販売収入

が事業収

入の過半

を占める

経営費に

占める 

電気代の

割合 

15％以上

R7 年度 

又は 

R7 年の  

生産量 

（kg） 

年間 

平均 

生産量

（kg）

次期 

生産量

（kg）

A 

定額 

支援 

単価 

(円/kg)

B 

補助金額

（円） 

A×B 

備考 

    ☑ ☑       

    □ □       

    □ □       

    □ □       

    □ □       

  計          

（注） 

１ 記載上の注意事項は、実績報告書の第２を参照すること。 

２ 取組実施者ごとに委任状を作成し、添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



要綱別記様式(きのこ生産資材価格高騰緊急対策事業（事業実施主体が取りまとめ者の場合)) 

委任状 

 

委  任  状  及  び  同  意  書  

 

 

 私は、取りまとめ者        を代理人と定め、   年度きのこ

生産資材価格高騰緊急対策事業補助金に関する次の１の事項を委任します。   

なお、上記補助金交付申請に当たっては、次の２の事項について誓約及び

同意します。 

 

１ 補助金交付申請及び受領にかかる一切の権限 

２ 誓約及び同意事項 

（１）本事業に係る報告や立入調査について、知事又は林野庁長官から求め 

られた場合に応じます。 

（２）以下の場合には、補助金を返還すること、又は交付されないことに  

異存ありません。 

ア 取組計画書及びその他の提出書類において、虚偽の内容を申請し 

たことが判明した場合 

イ 正当な理由がなく、取組計画書に記載した取組を実施していない 

ことその他きのこ生産資材価格高騰緊急対策事業実施要領第７に該

当すること等が判明した場合 

 

 

  取りまとめ者 

               様 

 

 

                          年  月  日 

                

委任者（取組実施者） 

                住所 

                委任者名           

                            （担当者名             ） 

                連絡先    


